平成２８年４月
一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構

平成２８年度医療関連産業高度人材育成事業
高度研究開発者ビジネスコース募集要項　Ｑ＆Ａ

Ｑ：メディカルビジネスリーダー（ＭＢＬ）とは何ですか。
Ａ：高度研究開発者ビジネスコースを通して育成する医療機器のベンチャーや企業内の事業リーダー等を意味する造語です。

Ｑ：資格取得はできますか。
Ａ：ＭＢＬは資格ではなく、修了証を授与します。

Ｑ：県外の大学院生ならびに、大学４年生は申し込みできますか。
Ａ：県外の大学院生も申し込みが可能です。大学４年生については、本コース全体への参加はできませんが、特別セミナーについては参加可能です。申込方法は事務局へお問い合わせ願います。

Ｑ：受講者審査会とはどのようなものですか。
Ａ：申込者の中から10名を選定するための会議で、申込者から6分ずつ研究課題をプレゼンし、その後、受講者審査委員会から質疑を行います。

Ｑ：受講者審査会の時間や資料はどうなってますか。
Ａ：受講者審査会の時間は、別途申込者へ通知します。審査会では、申込時に提出する研究課題概要（別紙２）によりプレゼンを行って頂きます。

Ｑ：受講者審査委員及び審査基準はどのような方ですか。
Ａ：受講者審査委員は医療機器産業に関係する方を予定しております。

Ｑ：各講演はどのような講師が務めますか。
Ａ：医療機器業界に関係する専門家（医療機器メーカー、ベンチャー、医師、大学教授、関係団体）の方にご講演頂きます。

Ｑ：研究課題に指定はありますか。
Ａ：医療福祉機器に関係する課題である必要があります。

Ｑ：開講式での研究課題発表とは、誰に対して行いますか。
Ａ：研究課題を発表頂く開講式での聴講者は、本事業実行委員、講師、大学生（一般開発研究者コース受講者）、関係機関の方となります。その他一般の方は聴講しません。


Ｑ：プログラムの日程は決まっていますか。
Ａ：現在日程が決定しているプログラムは以下のとおりです。

　〇平成28年6月11日（土）13:00～　開講式　
　〇平成28年6月12日（日） 9:00～　特別セミナー（第１回）
　〇平成28年9月20日（火）～26日（月）短期留学
　〇平成28年11月25日（金）～26日（土）中間成果発表
（メディカルクリエーションふくしまでのポスターセッション）
　その他プログラムは決定次第、本人へ通知します。

Ｑ：プログラムは募集要項４に記載されているものだけですか。
Ａ：募集要項４以外に以下のプログラムを検討しております。

〇平成28年7月　福島県医療福祉機器産業協議会における交流会参加

Ｑ：プログラムに参加できない場合はどのようになりますか。
Ａ：プログラムは原則として全て受講頂きます。
講義は録画受講が可能ですが、医療研修、短期留学及び成果発表（中間成果発表を含む）を欠席した場合は、修了証の授与を行いません。

Ｑ：代理受講は可能ですか。
Ａ：個人の育成プログラムですので、不可です。

Ｑ：医工連携人材育成プログラムではどのようなプログラムに参加できますか。
Ａ：以下の指定プログラムに参加して頂きますが、他に受講したいプログラムがある場合は自主活動経費により参加可能です。

〇平成28年7月25日(月)　医療機器産業の市場動向
〇平成28年7月25日(月)　診療報酬制度と医療機器に係る保険収載
〇平成28年8月3日(水)　 医学の基礎知識
〇平成28年8月3日(水)　 脳・神経系に関する医療機器
〇平成28年8月4日(木)　 呼吸器系に関する医療機器
〇平成28年8月4日(木)　 循環器系に関する医療機器
〇平成28年8月5日(金)　 消化器系に関する医療機器
〇平成28年8月5日(金)　 筋・骨格系に関する医療機器
〇平成28年8月25日(木)　医療機器開発のビジネスプラン
〇平成28年8月25日(木)　医療機器開発の概要と手順
〇平成28年8月26日(金)　医療機器開発に関するデザイン
※開催時期・講演内容は変更することがあります。


Ｑ：医療研修ではどのようなことを行いますか。
Ａ：医療機関各室内において、医療機器の使用状況や設置状況の確認と医療従事者とのディスカッションを行います。

Ｑ：複数年受講することは可能ですか。
Ａ：本コースを受講された方の再受講はできません。 

Ｑ：費用はどの程度必要ですか。
Ａ：医療研修先が福島県福島市の場合は、福島市までの旅費となりますが、基本的に福島県郡山市までの交通費と食費のみとなります。短期留学に係る宿泊費と往復交通費、医工連携人材育成プログラムに係る指定プログラムの受講料は事業経費として、県が負担します。

Ｑ：自主活動経費はどのような経費が対象となりますか。また、いつ支払われますか。
Ａ：対象となる経費は、研究課題に直接関連する費用とします。支払いは、領収書（又は支払明細書）の原本と別紙「自主活動経費　報告書（〇月分）」を事務局に提出後、精査の上、受講者が指定した口座等にお支払いします。
[bookmark: _GoBack]（受講者審査会において自主活動経費の用途及び使用する上限金額（30万円以内）を提案していただきます。原則として、その上限金額からの増額変更は認められませんので、あらかじめご了承ください。）

　【対象経費（例）】
　〇学会発表経費（学会登録費、学会参加費、交通費、宿泊費）
　　※聴講のみの学会等会議参加の場合は、全て非対象。
　○医工連携人材育成プログラム参加経費（受講料）
　〇書籍等購入費（研究に関するものに限る）
　〇試作材料費
〇試作に必要なソフトウェア（Microsoft Office等、一般的なものは除く）
　〇振込手数料
　〇郵送料・切手代
　○その他、県が必要と認めた経費（事前に問い合わせること）

　※交通費・宿泊費については、社会通念上、必要最低限の場合のみ対象となります。
　　例：新幹線を使用する場合は、原則としてグリーン席は対象外となります。
　　例：宿泊する場合は、原則としてシングルルームのみ対象となります。

　【非対象経費（例）】
　〇汎用性のある事務用品購入費（例：文房具、ＰＣ、ＵＳＢ等）
〇飲食代（出張先での昼食など）
〇私有車使用に係るガソリン代

